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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月12日(2013.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転移性乳癌の治療用の医薬品の製造のための、SEQ ID NO. 3、4、5、6、7、および8を
含む抗EpCAM抗体の使用であって、該医薬品は、1～3mg／kg体重の範囲にある少なくとも1
回の負荷量と、それに続く複数回の維持量として投与される段階であって各維持量が1～3
mg／kg体重の範囲にある段階を含む低用量投与スケジュールに従い対象に投与され、また
は、4.5～8mg／kg体重の範囲にある少なくとも1回の負荷量と、それに続く複数回の維持
量として投与される段階であって各維持量が4.5～8mg／kg体重の範囲にある段階を含む高
用量投与スケジュールに従い対象に投与される医薬品である、使用。
【請求項２】
　抗EpCAM抗体がSEQ ID NO. 1および／または2を含む、請求項1記載の使用。
【請求項３】
　治療が転移性乳癌の長期的安定化を含む、請求項1または2記載の使用。
【請求項４】
　転移性乳癌が腫瘍-リンパ節転移-遠隔転移（「TNM」）体系に従ってステージIVとして
分類される、請求項1～3のいずれか一項記載の使用。
【請求項５】
　医薬品が、2mg／kg体重の少なくとも1回の負荷量と、それに続く複数回の維持量として
投与される医薬品であり、各維持量が2mg／kg体重である、前記請求項のいずれか一項記
載の使用。
【請求項６】
　医薬品が、6mg／kg体重の少なくとも1回の負荷量と、それに続く複数回の維持量として
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投与される医薬品であり、各維持量が6mg／kg体重である、請求項1～4のいずれか一項記
載の使用。
【請求項７】
　その／それぞれの負荷量が毎週投与され、各維持量が隔週投与される、請求項5または6
記載の使用。
【請求項８】
　負荷量が1回ずつ、治療の第1、2、および3週のそれぞれの最初に投与され、それに続い
て11回の維持量が投与され、維持量は1回ずつ、治療の第4、6、8、10、12、14、16、18、
20、22、および24週のそれぞれの最初に投与される、請求項7記載の使用。
【請求項９】
　該医薬品が0.9％塩化ナトリウム溶液を含む溶液において投与される医薬品である、前
記請求項のいずれか一項記載の使用。
【請求項１０】
　該医薬品が静脈内に投与される医薬品である、前記請求項のいずれか一項記載の使用。
【請求項１１】
　対象のヒト転移性乳癌の治療用の医薬品の製造のための、SEQ ID NO. 3、4、5、6、7、
および8を含む抗EpCAM抗体の使用であって、該医薬品は、6mg／kg体重の少なくとも1回の
負荷量と、それに続く複数回の維持量として投与され、各維持量が6mg／kg体重であり、
各負荷量が毎週投与され、かつ、各維持量が隔週投与され、負荷量が1回ずつ、治療の第1
、2、および3週のそれぞれの最初に投与され、それに続いて11回の維持量が投与され、維
持量は1回ずつ、治療の第4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、および24週のそれぞれ
の最初に投与される医薬品である、使用。
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